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委

任

経

理

就
U 、

て
{
下
)

布南

見

正

第
二

委
任
経
理
の
賓
際

一一一一一

一
、
第
一
稀
に
胤
す
る
委
任
経
理

人
円
、
賞
費
総
理
正
委
任
魁
理
現
今
我
闘
陸
軍
の
綴
理
の
凡
て
が
紘
に
甜
ふ
委
任
経
理

ω方
法
に
依
っ
て
行
は

れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
現
A
T
我
が
園
陸
軍

ω総
理
法
は
之
を
大
別

L
て
二
正
す
る
事
が
出
来
る
。
野
叫
賀
艇
理
正

委
任
総
理
ど
が
之
で
ゐ
る
。
質
費
経
理
ご
は
同
家

ω行
ふ
普
通
一
般
の
曾
計
経
理

ω方
法
で
あ
っ
て
、
質
際

ω費

途
に
依
っ
て
経
理
を
行
ふ
の
で
あ
る
o

卸
も
ム
ザ
連
珠
算
り
範
凶
内
仁
於
て
貨
品
質
に
依
つ

τ
諸
般
り
粧
品
質
を
支
排

L
・
共

ω剃
協
は
闘
叫
に
締
胤
せ
し
む
る
ご
共
に
高
一
不
足
守
生
じ
、
骨
岬
に
質
際
必
要
な
る
経
費
を
支
排
し
得
さ

る
場
合
に
は
‘
市
民
に
縁
鉢
り
増
額
を
品
工
げ
る
一
却
が
川
家
品
。
卸
ち
貸
費
削
岨
躍
は
凶
氷
川
同
計
り
行
は
る
べ
き
Mm
別
で

あ
っ
て
、
只
単
に
委
任
縦
現
に
劃

L
て
云
ふ
名
穣
に
外
な
ら
な
い
。
陸
軍
に
於

τ此
ω質
費
経
理
り
方
法
に
依
っ

て
経
理
す
る
費
H
は
抗
網
目
費
、
旅
費
‘
俸
給
、
兵
器
、
弾
柴
・
修
繕
費
、
等
枚
泉
に
抽
躍
り
な
い
有
様
で
あ
っ
て
、

陸
軍
に
於
り
る
経
費

ω大
部
分
は
此
の
貸
費
綴
理
の
方
抜
仁
依
っ
て
・
質
施
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
之
に
制
到
し

τ委

任
経
理
は
金
〈
特
殊
の
方
法
で
あ
っ
て
、
専
ら
給
輿
に
就
い
て
の
み
行
は
れ
る
純
理
訟
で
あ
る
。
経
理
を
委
任
せ

話

施

委
任
料
理
に
就
い
て

第
一
一
十
六
巻

，、
四
五

第
凹
抗

五
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詑

~I届

委
任
輔
理
に
就
い
て

第
二
十
六
巻

犬
山
六

銭
円
観

ー
，、

ら
れ
た
隊
長
は
交
付
せ
ら
れ
た
定
制
を
以

τ論
拠

ω賞
施
を
硝
貨
に

ι其
凶
責
に
任
す
る
の
で
あ
る
。

=
、
委
任
料
理
的
行
は
る
、
費
H
及

純

知

然

ιば
陸
軍
に
於
け
る
委
任
料
理
は
如
何
な
る
史
H
に
於
て
行
は

る
、
も
の
で
ゐ
る
か
。
陸
軍
に
閲
す
る
委
任
経
理

ω件
鈎
一
伐
に
一
不
す
岡
山
h
、
柑
食
、
被
服
・
消
耗
品
、
附
品
百
U
封、馬

旧
畑
、
装
M
剛
刻
毛
料
等
に
限
ら
れ
て
ね
℃
、
そ
れ
以
外

ω費
目
に
関
し
て
は
委
任
料
理
を
行
ム
引
を
得
な
い
も

ωで

ゐ
品
。
然
ら
，
U
会
任
紙
法
は
如
何
な
る
単
位
に
於
℃
行
は
る
、
か
ご
云
へ
ば
、
例
へ
ば
歩
兵
嚇
隊
・
輸
重
大
隊
己

い
ふ
様
に
部
隊
hr単
位
Z
し
て
行
は
川
い
る

ω
で
ゐ
っ
て
、
決
し
て
師
同
会
慨
を
単
位
ご
し
て
行
は
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
向
之
等
り
部
隊

ω外
に
陸
軍
に
於
て
委
任
経
理
を
行
ム
一
4
4
f
得
る
も

ω
が
ゐ
る
。
即
ち
数
化
隊
、
諸
島
・
校
、

病
院
、
刑
務
所
・
窓
兵
隊
等
が
之
で
あ
っ
て
、
前
掲
法
仲
釣
ニ
係
り
規
定
に
依
・
り
許
苫
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
土

遁
べ
た
慌
に
委
任
料
理
は
法
規
に
依
っ
て
厳
重
に
制
限
を
受
け
、
法
体
勅
A

ザ
に
依
る
も
り
、
一
外
は
絡
調
に
之
を
行

ム
事
を
得
な
い
も

ωで
ゐ
る
。

三
、
委
任
純
理

ω賞
盆
前
越
の
様
に
委
任
経
理
は
経
投
伎
川
上

ω特
禍

ω方
訟
で
ゐ
っ
て
、
一
般
川
原
則
に

劉
す
る
例
外
を
な
す
も
の
で
ゐ
る
が
、
品
川
之
を
認
h
u

品
川
雌
宵
は
節
約
に
存
し
、
之
を
行
ム
賞
盆
ご
し
て
は
一
般
に

次

ω
二
つ
が
県
げ
ら
れ
て
ゐ
品
。
郎
ち

，q.
絞
憐
上

ω
顧
慮

ω増
進
、
委
任
経
理

ω制
度
は
定
制
を
以
て
部
隊
り
給
典
の
質
施
を
委
任
し
高
一
其

ω定

額
で
は
不
足
骨
生
千
る
事
が
ゐ
つ
で
も
之
を
補
給
せ
な
い
の
が
原
則
で
ゐ
る
。
従
っ
て
其
経
理
内
成
川
市
如
何
は
直

ち
に
倫
拠
内
ー
良
一
台
に
影
響
し
、
部
隊
全
般

ω
姉
・
坪
ケ
成
中
る
一
帯
庶
後
で
且
大
で

b
る
か
ら
、
自
ら
不
経
済
な
行
錯

を
防
腿
し
館
協
制
上
の
願
舷
を
精
進
せ
し
む
る
様
に
な
る
。

"・"・'"，



、J回
、
給
奥

ω均
衡
保
持
・
部
隊
は
紛
奥
の
定
量
定
狐
を
奥
へ
ら
れ
る
の
で
ゐ
る
が
、
給
奥

ω賞
施
は
必
宇
し
も

此
定
量
定
制
泌
b
に
行
ふ
の
必
要
は
な
〈
、
只
之
を
大
髄
り
標
準
ご
す
る
の
で
ゐ
っ
て
、
質
際
は
之
ピ
異
(
た
給

奥
を
行
ひ
委
任
り
範
凶
内
で
自
由
に
伸
縮
す
る
依
地
を
有
し
て
ゐ
る
。
従
っ
て
労
倒
的
多
少
に
従
ひ
季
節
を
顧
慮

し
、
叉
頻
繁
な
る
物
倒
り
品
開
勤
に
従
っ
て
、
池
宜
に
給
削
刊
の
調
節
を
計
る
事
が
出
来
、
従
つ

τ常
に
岡
山
棚
な
る
給

奥
を
行
ふ
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

以
上

ω外
に
街
戦
用
品
り
保
持
を
容
易
に
し
且
戦
用
品

ω真
新
を
泊
常
な
ら
し
め
注
意
節
約
に
依
・
り
て
生
中
る

伶
裕
を
以
て
、
北

(ω
一
千
入
保
全
を
計
ι
リ
補
足
を
な
し
得
る
古
い
ふ
利
盆
も
血
中
げ
ら
れ
る
。

回
、
委
任
縦
迎
に
凪
す
る
経
鋭
的
傾
現
今
陸
軍
に
於
て
委
任
経
理
に
胤
す
る
定
額
金
は
如
何
な
る
数
字
を
示

す
か
を
考
察
し
て
見
る
に
、
大
正
十
四
年
度
決
算
じ
依
っ
て
陸
軍
省
所
管
綬
郁
郁

ω歳
出
を
見
れ
ば
.
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書
}
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第
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第

五

項
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部
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障

苑
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O
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コ
一

一六、ヵ
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七
J
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O
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凹
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一
五
一
、
凹
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、
O
凹
O

三
二
、
力
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一
、
六
二
角
、
三
別
O

士、

o
一六、
A
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O

委
任
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い
て

第
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羽

同

λ
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λ
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O

， 

血
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投

一
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兵
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λ

一八、
O
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O

第
八
羽
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人
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目
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十
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山
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項
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ニ
‘

c
t
o

t
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O
、一五
O

第
十
二
項

蝿
柑
費

三一円。、
O
九
O
、
。
。
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第
三
歎

靖
醐
榊
批
等
附
企

一二
.
0
0
0
、0
0
0

第
刊
歓

凡
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刻
、
一
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六
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O
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山
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議

香
住
組
問
、
に
就

Mτ

λ 

苑

鍋
二
十
六
番

日
四
入

第
四
披

経
情
部
成
出

ω油
相
額
は
A
H
億
七
千
七
袷
六
諸
問
伶
で
め
っ
て
、
共
り
内
軍
部
設
は
畳
億
六
千
九
百
武
扮
K
E
R

高
岡

除
に
悲
し
・
隣
軍
省
所
管
縦
明
郎
歳
出

ω殆
ん
J
」

4
h加
分
を
占
め
て
ゐ
る
事
が
わ
か
る
o

其
軍
事
費
的
内
最
も
多

額
を
占
む
る
も

ωは
俸
給
で
ゐ
っ
て
、
之
じ
弐
イ
も
の
は
衣
樹
費
兵
探
H
A
A均
匹
費
で
あ
る
。
衣
柑
提
は
岡
キ
四
百

拾
五
世
両
副
掛
川
、
兵
肌
耐
H
A
馬
匹
技
は
参
千
奉

R
A岡
に
悲
し
て
ゐ
る
o

而
し

t
陸
軍
省
純
史
的
内
委
任
経
理
に
崩
す

る
経
費
は
衣
料
提
正
兵
器
及
品
匹
費
、
腕
投
H
A
修
純
品
質
等

ω
一
部
で
あ
る
が
、

A
T
衣
船
山
武
の
み
を
考
へ
て
見
て
も

其
い
り
額
は
陸
軍
省
附
管
純
情
的
恥
脱
出

ω約
川
μ
を
占
め
て
ゐ
る
。
之
仁
依
っ
て
見
れ
ば
委
任
総
理
の
定
額
金
の
総
額

は
相
首
仁
多
額
に
上
っ
て
ゐ
る
訓
が
了
解
出
来
る
で
あ
ら
う
。
倫
衣
柑
費

ω細
日
を
示
せ
ば
、

{
第
二
去
)

大
正
十
四
年
氏
陣
軍
省
周
作
組
提
決
時
(
乙
腕
)

歳
出
制
常
部
(
衣
川
代
細
目
)

科

翌
年
度

繰
峰
制

不
川
翻

主

山

抑

制

備

柿
川
榊
減
額

抽
出
持
制
制

考

量量

持

I!Jl 

rJ 

第

二

欺

軍

事

叫

第 第
・問
日現

端情高

来租

埜旦J空

=ロ、、
九二

雫刊
日 号
』ー

. .円

同

ゆ

川

内

聞

け一日一問、三
A

、さ一子口呈品、一去、同九七・
2
口

同

I
1
一一旬、
gJM
・九一八旦ム

{
哨
一
山
山
一
一
噛

P
4
おョ

一
『
流
川
減
蘭
ハ
第
一
目
A

L
-
都
問
日
へ
同
会
、
官
了
三

一
戸
口
五
口
流
川
セ
シ
一
一
ヨ
ル

ロ
・
己
主
Z

同会、
J

一先
-
R
E三、山日晶、ヒヨ一月・白川旦三、同充、屯一討・口川口

第
二
目
陥

、七八一了口九旦

料
一
三
、
一
美
、
手
話
・
l
一
ム
さ
一
、
老
手
一
一
盆
二
、
元
首
一
、
支
干
ん
門
旦
二
、
王
室
、
克
也
・
Ag

5
5
1
m岡
林
製
法

旬

-
-
f
鵬

買

特

内
乱

ι
k
p

第

四

目

駐

軍

手

入

費

、一円一一、
A
U
一ハ・

、興一、
4
士一一・口口円一て同均一、
A

主・宅口

缶、耳豆・完口

七、一五五・口品口

-
L
『
械
川
榊
翻
ハ
慎
一
一
目
ヨ

戸
り
流
用
セ
シ
=
悶
ル

豆
、
歪
子
|
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“
事
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口 A 一 一
室 去三重，、

.'噌

0> 

..， 
回

口，、
向

。
同 凡口て

g 若夫己語

雪雲三塁突
主~ {~ ~.~合
口口 1口 八 三

第
五
白
馬

糊
一
一
口
、
白
書
一
、
九
一
二
・

=
:
j出
陣
幌
拠
地

貴』
F
E
崎

武

費

目、片山内、
D
E
n
-
-
一

直

匝

第
七
回
一
耐
修
山
町

第
八
回
被
服
世

第
九
H
蓮

描

費

1 __L 

一
よ
出
川
日
射
掴
ハ
協
二
目
ヨ
リ

ー
ι

ム
一
匂
円
、
一
口
同
ヨ
ロ
掛
h
日
ョ
ー

Z
4
H
7
A三
リ
袖
川
セ
シ
ニ
ヨ
作

~へ拙

~I~~持f
孟~Itli

埼昔、協
川-ll.ヒ
i EI fl 

~回耳

第
二
十
六
巻

-
一
一
三
一
子
三
日
州
刑
唯
一
岬
M
H
U
へ

ー
一
五
、
2
0

守口吾首一

↑

一

円

流

用

減

額

ρ
第
五
日
長
、

一望、一昌子一一口

A22同
7
A一
一
一
第
六
日
二
塁
、

一

一

Z
E
-
-豆
口
油

m
t
E凶
ル

共
の
大
部
分
は
精
米
、
精
袋
、
賄
料
、
馬
糧
等
仁
設
さ
れ
て
ゐ
る
。
之
等

ω経
費
は
各
師
同
毎
に
師
岡
長
に
A
T

迷
せ
ら
れ
琵
仁
各
隊
に
定
額
を
交
付
す
る
の
で
あ
る
。

豆
、
委
任
経
理
積
立
金

有
す
る
一
品
で
ゐ
つ

τ.

合ニ、，

a

理旦
^ E.: 
ユ 同
A 

~口

一孟一呈一

委
任
経
理
が
一
般
の
同
家
曾
計
に
比
し

τ最
も
特
色
己
す
る
所
は
特
別
の
資
金
を
所

陸
軍
に
於
け
る
委
任
経
理
り
様
仁
一
般
合
計
内
内
に
ゐ
り
乍
ら
毎
年
践
的
歳
計
外
に
立
つ

所
吋
積
立
金
を
有
す
る
一
事
は
全
く
異
例
た
る
を
失
は
な
い
で
ゐ
ら
う
。
而
し
て
比
積
立
金
に
繰
入
れ
得
る
も
の

は
、
ト
交
付
せ
ら
れ
た
定
額
金

4
b
生
中
る
給
興
資
施
の
獲
曲
川
、
二
委
任
経
理
に
脇
す
る
物
品
其
他
不
要
品
殿
品

残
飯
等

ω資
却
代
金
、
三
委
任
経
理
物
品
に
闘
す
る
契
約

ω違
約
金
補
償
金
等
で
ゐ
る
o

之
等
を
積
立
て
、
保
有

し
預
金
部
預
金
正
し

τ、
利
殖
す
る
事
を
許
苫
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
此
の
積
立
金
は
勝
来
生
す
べ
き
委
任
経
理

r

ハ
四
九

第
回
都

丸

誕

苑

委
任
純
理
に
就
い
℃

" .ヨザ



詑
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委
任
紹
珂
に
就
い
て

第
二
+
穴
轡
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E
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第
四
貌

係
る
諸
般

ω品
質
途
に
充
賞
す
る
り
で
め
っ
て
、
積
立
金
よ
h
通
常
支
出
す
ぺ
き
も
の
は
、
一
日
常
給
奥
の
補
足
特

に
主
食

ω増
給
・
二
戦
用
品

ω手
入
及
整
制
費
、
三
日
制
坦
回
、
行
軍
、
統
日
等
に
於
け
る
臨
時
晴
加
給
費
等
で
ゐ
品
。

此

ω様
に
杭
立
金
は
不
必
要
な
提
測
を
節
約

Lτ
共

ω時
四
俄
を
蓄
積
利
殖
し

τ賂
来
必
要
一
引
用

ω費
稔
仁
伽
ふ
る

も

ωで
ゐ
る
o

即
ち
此
的
一
秘
主
金
の
増
減
に
係
る
合
額
は
委
任
経
理
そ
れ
白
髄

ω運
用
仁
依
っ
て
生
中
る
残
品
川
又

は
不
足
で
ゐ
っ
て
、
-
質
費
経
理
に
闘
す
る
経
費
正
は
何
等
の
聞
係
な
〈
、
育
会
〈
劃
然
吉
凶
別
L
て
取
扱
ふ
べ
き

も
の
で
ゐ
る
。
従
来
此
積
立
金
山
町
額
以
各
部
隊
附
仁
非
常
な
る
不
純
衡
な
か
ら
し
む
る
潟
め
仁
一
定
の
標
準
が
設

け
ら
れ

τゐ
セ
。
今
般
h
に
此
的
椋
準
仁
依
b
積
立
金
総
額
の
最
低
額
却
も
毎
年
度
の
定
額
金

ω川
川
を
以
て
現
在

陸
軍
に
闘
す
る
委
任
総
理
積
立
金
の
総
額
ピ
見

τも
、
共
の
額
は
約
五
百
高
園
に
速
す
る
有
践
で
あ
る
o

之
を
以

て
之
等
積
立
金
の
額
も
僅
少
な
ら
ざ
る
を
知
る
事
が
出
来
る
で
ゐ
ら
う
。

六
、
軍
隊
仁
於
り
る
委
任
経
理
的
質
際
委
任
経
理
に
鳳
す
る
経
費
以
定
額
を
交
付
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
・

定
量
を
以
て
受
入
れ
る
も
り
も
ゐ
る
u

糊
林

ω大
部
分
帥
も
精
米
、
精
袋
、
馬
蝿
は
現
日
開
り
一
定
量
を
械
準
正
し
て

現
品
給
典
を
本
旨
ピ

L
t
ゐ
る
o

然

L
極
秘
に
於
て
も
質
際
山
給
養
ピ
定
量
ピ
の
問
に
開
き
が
生
じ
た
場
合
に

は
・
共
残
高
を
金
銭
に
偽
算
し
て
其
代
命
交
付
を
受
付
る
の
で
あ
る
o
而
し

τ隊
が
之
等
り
定
量
定
額
を
受
げ
入

れ
る
に
は
被
剛
山
費
、
消
耗
品
提
錯
す
大
部
分
は
精
算
挑
り
方
法
に
依
る
が
、
槌
称
、
肋
料
り
定
A

指
定
舶
は
所
融
制
算
帥
酬

の
方
法
に
依
b
毎
月
末
に
之
が
精
算
を
行
ふ
の
で
あ
る
。
隊
に
於
り
る
委
任
純
理
に
閲
す
る
現
金
的
保
管
刀
法
は

預
託
、
随
意
保
管
H
A
預
金
川
三
方
法
に
依
る
の
で
あ
る
。

凡
そ
軍
杭
耐
漣
的
要
旨
は
所
要

ω品
利
数
量
を
最
も
純
済
的
仁
氏
迅
迷
に
制
漣
し
以
て
軍

ω需
要
を
硝
足
せ
し

骨計胆nlli大正 11!p. 1 fJ勅令第 E観)鋸 60佑"' 向l野元氏、令計制度嬰論 5
219. 219 健在日 z∞， 武藤柴拍郎氏、ilIc，T骨言I-i会組品論 S.32;5 
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む
る
に
在
る
。
従
っ
て
調
建
方
法
も
品
川
側
、
数
量
、
調
達
の
時
期
及
調
迭
の
場
所
等
に
依
っ
て
其
の
越
き
を
異
に

し
て
ゐ
る
ω

委
任
純
現
に
一
魁
す
る
物
口
問
的
調
挫
に
就
い
て
も
被
械
は
拍
世
間
版
よ
b
一
日
開
叫
購
買

ω
形
に
於
て
調
達

L
、
(
帥
二
)
又
樹
林
諸
品
川
調
誌
は
軍
的
行
動
兵
出
向
山
保
継
に
直
接
的
関
係
を
訂
し
、
且
共
訓
迷
技
術
が
英
大
な
る

舗
に
越
す
る
か
ら
現
日
間
給
制
刊
を
本
町
ご
し
て
ゐ
る
。
(
詰
三
併
し
乍
ら
副
食
物
附
料
其
他
に
就
い
て
は
英
一
・
閥
的
購

買
費
制
も
少
傾
℃
似
ね
三
千
岡
以
下
で
あ
る
か
ら
、
各
部
隊
に
於
て
随
荒
契
約
り
方
訟
で
市
傍
訓
迩
す
る
事
に
な

っ
て
ゐ
る
。
契
約
締
結
者
が
物
件
を
提
供
し
た
場
合
に
は
双
方
立
曾
の
上
で
検
査
受
卸
す
る
の
で
ゐ
る
。
前
明
日
に

伶
ム
縄
称

ω調
品
川
方
法
は
又
円
ら
山
掠
る

ωは
勿
論
で
あ
る
o

(
健
二
)

純
服
製
泣
叫
民
代
に
依
る
被
胤
年
舶
は
叫
品
交
付
制
'
P
L

金
制
究
付
加
と
に
臥
別
せ
ら
れ
、
現
品
珪
付
制
位
拘
訴
を
直
接
被
服
雌
に
安
村

L
、
#
障
に
は
叫
品
を
は
て
的
事
せ
し
む
る

ω
で
あ
る
。

(
陸
一
品
)

柑
称
紺
H

川
内
制
温
に
叫
い
て
は
部
隊
よ
リ
拠
出
し
た
純
訴
概
算
請
求
帯
に
引
が
い
て
、
谷
川
刷
縦
四
部
長
若
し
〈
は
栂
創
作
本
雌
長
が
之
を
制

議
L
各
階
は
之
が
現
品
交
付
を
受
け
検
査
盈
制
す
る
の
で
あ
る
。

陸
軍
に
局
す
る
入
品
は
共
任
務
遂
行
上
か
ら
み
ア
、
其
白
治
に
放
任
す
る
事
は
不
可
能
な
事
で
あ
っ
て
、
精
株
の

合
衆
給
養
を
行
ム
を
本
則
正

L
て
ゐ
る
o

此

ω給
養

ω本国
H
を
達
成
す
る
鴻
め
仁
は
術
生
軍
事
経
済
上
の
三
要
求

を
揃
足
せ
し
む
る
様
仁
詑
志
し
、
給
養

ω分
量
は
受
給
者
の
五
常
な
る
需
要
を
揃
足
せ
し
む
る
に
必
要
に
し
て
且

十
分
な
る
叩
何
度
で
な
り
ね
ば
な
ら
泊
。
平
時
一
日
の
給
養
定
量
は
主
ピ

Lτ
衛
生
上
納
臨
胴
上

ω要
求
を
満
足

L
以

て
軍
事
上
の
勤
務
じ
服
す
る
に
足
る
慌
に
決
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
o

現
今
に
於
り
る
平
時
給
養
定
量
は
尖
り
渇
ι
りで

あ
る
。

混

苑

昏
任
組
理
に
就
い
て

第
二
十
六
巻

j守

E 
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設

苑

第
四
鵠

委
任
組
理
に
就
い
て

第
二
十
六
巻

，、
五

(
第
三
表
)

平
時
給
益
山
品
質
(
一
日
一
人
)
(
陪
軍
給
県
令
附
表
第
九
)

一
、
普
曲
の
献
躍
に
あ
る
時

ィ
、
胴
側
企

j三

金

r‘~、
輔梢

大
番

組

甲
(
蹴
品
川
市
校
隼

):EE一、一己引の
d司

処

-

u

a

乙
(
騎
兵
砲
兵
毎
)
:
:
一
、
一
ユ
0
0
~
:
一、

ooc--
一、
0
0
0

丙
(
4
9

兵
帯
)
:
:
:
:
一
、
一
0
0

、

4

て
特
別
に
心
身
を
勢
ナ
る
場
合

野
外
噌
航
判
・
・
・
:
・
・
・
:
・
-
:
・
・
円
鈍
ニ
臨

帯
断
科
:
:
・
・
:
・
・
・
-
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
・
古
銭
荒
図

衣
食
料

E・E・
-
・
:
:
-
-
:
:
:
:
・
:
:
:
:
:
:
大
鈍

培
伺
:
-
・
・
・
・
・

::EE--

・
・
大
書
三
円
。
匁
迄

干
草

藁

削
食
物
賄
若干

--̂ -・園、
宮;U込鈴第
p.~ と，一

匝 l亙 U(~臣室駐米

一--'ニー凹
九九九 O 合合

. ..八五
二 n 八 一 司 勺

ロ
、
馬
槌

軍
隊
に
於
て
は
前
通
り
様
に
合
衆
給
養
を
原
則
正
し

τゐ
る
が
准
士
官
以
上
及
鋒
外
居
住
山
下
士
以
下
箪
魁
に

は
糧
食

ω
R燐
を
詐
さ
れ
て
ゐ
る
。
然
し
之
は
例
外
で
ゐ
っ
て
、
一
般
此
宮
内
居
住
的
下
士
以
下
に
は
粗
食
官
給
の

本
旨
に
従
ひ
炊
暴
調
理
し
た
現
日
聞
を
給
す
る
事
に
な
っ

τゐ
る
。
然
ム
ハ
之
等

ω者
に
謝
し
て
も
一
定
り
不
食
者
に

は
不
食
料
ご
し
て
米
安
代
金
、
勝
料
定
額
を
併
せ
給
す
る
場
合
が
あ
る
。

吊
T

附
屯
傍
に
於
け
る
給
養
川
賞
施
は
大
穂
給
養
計
査
に
依
っ
て
一
』
干
の
計
査
を
立
て
献
立
珠
定
表
を
以
て
賞
際

の
標
準
ご
す
る

ωで
ゐ
る
o

此

ω計
査
は
必
宇
し
も
前
に
示
し
た
定
量
遁
ち
に
行
ふ
の
必
要
は
な
も
、
惜
労
働
、
気

候
、
風
土
、
食
脅
慣
北
(
他

ω事
情
を
加
味
し
て
或
は
滋
養
盆
た
る
事
を
得
ぺ
〈
、
或
は
粗
食
た
る
事
を
得
る
の
で

あ
る
が
大
値
仁
於
工
は
給
養
定
量
に
示
す
配
合
比
例
に
従
ム
は
勿
論
ど
ゐ
る
。
今
隊
に
於
て
如
何
に
倫
養
hr
賞
施

し
如
何
に
経
理
を
行
ム
か
の
一
端
を
知
る
柏
崎
め
仁
、
入
月
分
ご
十
一
月
分
正
の
賄
料
給
養

ω比
較
を
示
せ
ば
次
の

i<!;軍給興告抑l則~'q6路22) 
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通
h
で
あ
る
。

品

一一……也ー…一小

3
 

d
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鶏

卵

生

魚

瀬

乾

品

類

野

菜

知

立

府

知

瑞

講

剣

山
嗣
拘
剃

粉

知

麺

類

乾

物

知

砂

糖

制

味

噌

醤

曲
白

経

拙

茶食

姐

ツ

1

ス

(
第
四
表
)

目

給
養
町
並

一
歪
、
Z
D
E

-一一口、坑口口

同
〕
品
川
、
一
日
〔
}

甚
」
、
同
ロ
ハ

一
一
品
、
司
三
、
一
口
口

一一一一些五一一一
Z
A、一品白日

一七、同
u
口

思
、

R
E

--一一、口口
E E自

事事

給

比

較

義

大

正

十

五

年

λ
月

分

院

苑

蚕
任
経
理
に
就
い
て

給
義
金
顧問

号
車
、
み
口

晶
ユ
コ
耳
口

三
一
五
、
内
向
詞

-也一、一一目白

内{]-一、九
D
7
1

一同品、山一昌三

葉、
7

一在一

一
一
回
、
古
パ
ロ

-
石
、
五
包
Jι

A
一品、九回一

-一一五、
h

主
口

一
岳
一
、
一
三

一
口
口
、
口
口
口

A
口、
A
d
g

夫
、
山

g

z一、昌一一口

一口、一
-
D弓

耳
由
、
〔
再
口

表
一
日
一
人
崎

平

均

車

倒

護

平

均
A
W
翻

同

銀

五
、
旦
口
口
=
=
、
副
2
4

岡
、
一
一
口
口
、
同
会
一

一
J

E

-

-

z

一、一一一一古一

弓
J
U
1

、
八
品
目

、一
h
q
'一
=
、
口
一
日
一
一

、
九
口
一
コ
、
七
坑
口

、同一
J

J

一七昔

、
思
1

、
苦
内

、

一

一

豆

、

一

Z
A
2

一

、

一

口

一

、

回

話

。

一

、

全

一

、

一

三

九

一

一
、
一
門
ロ
主
、
品
目
Z
一

、五口
E

・正口一一

Z
N一
一

止

、

事

一

中
川
、
川
口
，
、
一
九
亙
一

一

、

へ

口

口

、

一

五

J
一

山

口

、

qL合

一4
1
一一付J

-
F口
、

ニ

A
O

特
養
世

一口同
昌
司
旬尭

H
A山

一ん一
S
J一一口

角
苛
蛇
口
λ
〕

一
言
『
屯
ロ
ロ

一
豆
、
耳
目
。

明
弘
、
三
口
口

五
点
、
諮
問
口

ユ
一
『
口
口
口

一
一
口
口
、
口
口
口

斗

均一一品、口、口

計て
口
口
{
一

国
民

一
一
、
九
白
白

第
二
十
六
巻

大

正

十

五

年

十

払
町
議
金
額円

Z
同
一
円
車
一
己

士一、
Z
D
口

層
雪
.
主
主

一
明
昔
、
耳
拘
引

阿
口
晶
、
同
一
旦

丸一一-、九八八

品
一
-
一
、
円
七
己

二
回
、
弐
f
一

=
円
、
一
一
計
一

一
点
、
ニ
し
省
旦

正問、
Z
A旦

2
4
{

、
ド
主
旦

九口‘口一〕口

一-一円、一内白

内

g
h

ユ一、

E
百
]

7言

五

且

ク〉

A
4
1
1

一
人
一
・
日
給

~
4
2
時

静

養

+

均

金

制

阿

縫

弓
邑
旦

Z
、
一
一
一
-

z、
口
口
(
一
、
一
一
五

一
J
一

山

一

問

、

J-一九一

一
一
、
同
九
台
一
、
吾
話

、一一旬
4
1

且、七一
A

、

聖

一

一

、

4
h↓品

、回円一

J
一品回

、
z-H

一
、
口
同
一

一
、
一
一
品
三
、
一
一
目
立

-

一

、

一

且

円

二

同

七

五

二

五

ペ

、

同

九

一

一
、
一
両
口

J
J七日

、

同

訂

白

、

八

一

世

-
到
一
寸
体、

1
8

一
、
一
川
瓦

打

、

同

口

口

、

口

五

u
q

一、

A
B

、一札一問

第
四
観
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設

苑

委
任
制
哩
に
就
い
て
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第
二
十
六
巻

升
ニ
付

、・h
-

汗
品
作‘-一口門

=九
三?升d斗
g g 

山
ハ
五
回

合
、
口
口
口

、
宮
古

一一一、品目〕リ

芸
品
‘

gp

一口
u.
同口口

一(い口
J
一同
F

喜
一
司
告
白
〕

山
し
「
山
一
向

均
一
、
ロ
-
白

川一円、一一色

同

一一、

H
E
J一一一一

第
四
鵠

升"

主主付
~Y 

b

，U24-u 
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U
H
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fg莞言語莞 22三

右
的
表
に
示
す
賄
料

ω定
制
は
第
四
川
印
も
十
九
銭
二
厘
で
ゐ
る
が
、
質
際
の
給
養
を
見
る
ピ
人
月
分
は
十
七

銭
三
川
伶
で
あ
h
十
一
月
分
は
二
十
四
銭
四
川
伶
に
上
っ
て
ゐ
る
。
之
は
入
月
分
は
粗
食
で
ゐ
b
十
一
月
分
は
比

紋
的
滋
養
食
で
あ
っ
た

J

引
を
意
味
す
る
。
何
人
月
分
は
給
養
令
額
約
義
政
量

ω絶
潤
数
が
十
一
月
分
に
比
し
て
大

で
ゐ
る
に
、
一
人
一
日

ω
給
養
挙
均
金
額
給
養
平
均
分
量
が
小
に
な
っ
て
ゐ
る
事
震
は
、
全
(
給
養
人
員

ω関
係

で
あ
h
八
月
に
は
召
集
兵
り
入
倍
中
で
あ
っ
た
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
次
に
叉
気
付
〈
事
は
十
一
月
分
に
は

八
月
分
に
見
ら
れ
ぬ
清
樹
、
林
仙
問
、
蜜
柑
、
健
凶
、
羊
一
実
等

ω加
給
u
仰
が
ゐ
る
事
で
あ
る
o

之
は
十
一
月
仁
は
秋

季
出
明
日
蹴
日
等

ωゐ
っ
た
局
瓜
円
で
あ
る
。
真
に
又
一
般
に
賄
料
に
炉
、
る
附
き
が
出
来
た
の
は
気
候
労
働
等

ω関

係
で
ゐ
品
。
夏
季
は
食
慾
減
じ
且
午
睡
の
時
間
が
奥
へ
ら
れ
勢
働
は
一
般
に
少
な
い
が
、
十
一
月
は
食
慾
晴
進
し

、口一一
、口一山

、九五
、一一昌平
一

、
克
一

一会元一品百q呂、宮、、!I. ..tt 

金三個室弓n 皇制雪冨リg

〒
庁
ニ
付

司
、
M
句
』
』
~
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秋
季
仲
間
習
り
勉
め
に
労
働
過
激
の
時
季
で
ゐ
る
。
従
っ
て
一
般
に
夏
季
に
減
量
し
冬
季
に
増
量
す
る
の
方
針
を
採

っ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
此
り
方
面
か
ら
見
れ
ば
委
任
総
双
山
間
立
令
は
夏
季
に
増
大
し
久
f

季
に
減
少
す
ご
云
ム
事
が
出

来
る

G

向
又
気
付
〈
事
は
物
口
問
蹴
倒
的
低
廉
な
る
事
例
へ
ば
牛
肉
百
匁
三
十
三
鋭
的
如
き
之
で
ゐ
る
。
之
は
一
一
陶

大
量
陥
民
り
絡
め
で
も
め
る
が
叉
他
而
経
消
的
統
迎
り
粕
川
市
に
外
な
ら
泊
。
軍
隊
仁
於
て
は
物
品
は
大
健
中
等
品

位
主
義
に
恭
い
て
購
民
し
、
又
新
鮮
に
し
て
滋
養
分
に
宮
み
且
鰹
憐
的
な
る
貼
に
於
て
出
雄
ふ
り
期
に
あ
る
物
日
開
所

制
時
節
物
を
採
川
す
る
方
針
を
採
っ
て
ゐ
る
鋳
で
あ
る
o

最
後
に
主
食
た
る
精
米
精
姿
仙
一
代
り
に
、
斗
削
制
麹
並
〈
他

の
食
品
を
代
用
し
た
る
場
仕
、
コ
米
会
以
外
の
穀
類
例
へ
ば
純
米
を
誕
川
し
た
場
合
・

3
人
月
分
仁
…

mり
る
椋
仁

必
要
に
肱
じ

τ主
食
を
減
量
し
た
川
叫
ん
官
、
畑

χは
制
別
り
必
要
に
肱
じ
て
精
山
留
め
定
量
的
全
部
又
は
一
部
仁
代
へ

て
精
米
を
使
川
し
た
場
合
又
は
北
(
り
反
到
の
場
合
に
は
、
精
米
村
市
営
h
v
」
使
川
し
な
か
っ
た
定
量

ω
磯
額
に
劉

L
、

削
も
定
量
又
は
減
量
に
封
し

τ附
管
料
理
部
長
が
附
艇
に
依
っ
て
指
定
す
る
冊
倒
的
刊
に
依
っ
て
代
金
を
受
入
れ
、
精

米
精
先
北
山
他
特
別
に
使
川
し
北
部
分
汲
日
川
柿
し
就
い
℃
は
委
任
縦
型

ω
負
挽
じ
扇
L
、
北
(
耐
岩
山
り
煮
額
は
み
{
〈
委

任
総
理

ω
姻
盆
仁
師
す
る
の
で
あ
る
。

二
、
第
二
柿
に
属
す
る
委
任
純
理

第
二
柿
に
胤
す
る
委
任
純
理
は
腿
1
述
べ
た
岐
に
特
妹
り
目
的
に
供
す
る
資
金
を
特
殊
に
経
理
す
る
録
的
に
使

宜
上
軍
隊
に
行
は
る
、
委
任
純
理
的
方
法
を
採
川

L
た
も
の
で
あ
っ
て
、
北
戸
数
は
多
数
に
上
る
が
大
純
相
似
た

b

の
で
あ
ち
又
委
任
経
迎
の
方
法
等
も
何
等
典
っ
た
所
が
認
め
ら
れ
ぬ
か
ら
、
必
に
な
は
大
串
特
別
件
計
に
局
す
る

委
任
純
理
に
就
い
て
簡
単
に
逃
べ
て
見
た
い
1
Z
忠
ふ
。

鼠

苑

五

香
任
担
割
に
就
い
て

第
二
十
六
巻

ハ五
E

第
四
都
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設

第
二
十
六
巻

第
四
親

"-，、

六
五
六

iIIl 

香
住
紐
皿
に
就
い
て

大
卒
特
別
曾
計
に
於

τは
法
律

ω定
む
る
所
に
依
h
一
定

ω資
金
を
有
し
之
を
本
来
の
鴻
別
曾
計
ご
隔
別
し
て

別
に
資
金
部
な
る
も
の
を
設
り
て
ゐ
る
。
従
っ
て
謙
算
り
形
式
は
複
数
制
を
採
っ
て
ゐ
る
ω
而
し
て
資
金
加
な
る

も
の
は
維
持
資
金
正
特
別
資
金
E
に
分
た
れ
て
ゐ
る
。
維
持
資
金
は
本
来
的
特
別
曾
計
ピ
密
接
な
聞
係
を
有

L
瓦

に
相
助
げ
て
其

ω存
立
を
基
礎
付
け
て
ゐ
品
。
之
に
反
し
て
特
別
資
金
は
元
来
特
別
り
用
途
に
充
つ
る
資
金
で
め

る
か
ら
、
本
来

ω特
別
食
品
川

ω牧
支
Z
は
何
等

ω閲
係
な
〈
且
叉
維
持
資
金
正
も
全
然
凶
別
し

τ取
扱
ふ
ぺ
き
性

質

ωも
の
で
あ
る
。
大
牟
総
長
及
川
学
長
に
綬
理
を
委
任
せ
ら
る
ぺ
き
柴
聞
年
寄
附
金

ω如
き
も
亦
此

ω特
別
資
金
に

於
て
計
上
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
郎
も
奨
事
資
金
寄
附
金
な
る
項
目
が
そ
れ
で
ゐ
っ
て
、
共
の
財
狐
は
私
人

ω寄

附
に
待
つ
も
の
で
会
〈
私
人
の
寄
附
に
輔
副
す
る
間
半
な
る
議
想
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
牧
入
憐
額
ご
珠
算
額
己
の
間

に
聞
き
を
生
宇
る
の
が
常
で
め
る
o

之
が
歳
出
は
柴
m
学
技
で
ゐ
っ
て
、
却
も
北
(
叫
綴
理
を
総
長
及
率
長
に
委
任
す

る
匁
め
に
支
出
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
築
制
宇
寄
附
A
W
-

が抽出凪干

ω柏
崎
め
に
質
際
に
運
用
せ
ら
れ
る
の
は
此
的
特
別
資

金
に
於
て
で
は
な
〈
、
特
別
資
金
か
ら
支
出
L
て
総
長
的
手
に
委
ね
ら
れ
た
後
に
於

τ始
め
一
t
行
は
れ
る
の
で
あ

る
。
今
京
都
帝
凶
大
串
資
金
部

ω大
正
十
四
年
度

ω決
算
を
示
せ
ば
、

(
第
五
表
)

京
輔
帝
闘
大
革
特
別
合
計
資
金
部
決
算
(
大
十
正
問
斗
出
世
)

戯

部

入

之

品
四
算
額
一
一
比
hv
枇
入
時
制
ノ
罫

臨
皿
算
甑

制
定
梼
釦

取
入
隣
組

弓
喜晴
主円

1>& 

節
目
現

維

持

資

金

前

年

肱

識

算

残

金

韓

入

同

一瓦、口(]口、「口口

同

証
一
、
匂
内
口
、
口
八
回

吾
、
完
口
J
A幽

吾
、
主
ュ
、
老
同

一
言
一
、
主
-
一
、
岡
高

第

目

一
足
、
ロ
ロ
口
、
口
口
己

正
一
、
七
宝
一
、
五
七
四
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第

目

第

羽
節

目

節

目

第
-
一
目

第

耳
第

目

第

主瓜
集

日

小

切

手

支

抑

未

済

金

収

入

特

別

資

金

峰
、
単
資
告
寄
附
金

行
砕
恩
賜
金
利
子

提
単
賞
金
利
子

立十

歳

自

室
、
芸
品
、

8
0

室
、
告
白
.
0ロロ

ヨ
一
口
、
ロ
ロ
ロ

耳、
D
U
D

九
百
戸
、
耳
豆
、
口
口
口

之

部

一
省
、
耳
一
口

ヨ
一
回
、
口
品
1

晶
、
昌
司
口

官
面
、
口
口
一
]
、
ロ
ロ
{
〕

五
口
、
品
川
口

均
四
、
四
一
口

会、
AAqh
、
盟
国

言霊
2円者

宝
一
、
副
口
一
、
、
口
口
口

七
口
、
口
口
己
‘
口
口
口

七
口
、
口
(
一
口
‘
口
い
口

コ
一
円
=
、
耳
打
口
‘
口
口
口

一
也
、
五
一
口

旦
岡
、
口
角
豆
、
亘
書
]

昌
一
回
、
口
口
口
、
D
口口

君
、
品
目

内
閥
、
同
一
口

A且
.
A
A
Z
、四一
Z
同

旬
、
正
一
口

口
、
丸
一
口
]

五
島
、
同
一
口

そ支
25 iI1 

2円書
U 山

口

一
一
豆
、
口
口
口
.
ロ
ロ
口

同
回
、
D
A
-
-
、
五
立
口

同
一
円
、
口
つ
一
一
豆
、
善
昌

屯
晶
、
口
弓
一
、
再
口

昌
一
、
曹
元
J
一誌己

三、
Z
D
G
口
(
山
口

省
、
一
一
回
九
、
五
日
記
一

有 不
吉田
富内頼

一
切
石
、
且
門
口
、
口
口
口

一
豆
、
品
目
山
、
一
向
い
面
白

ユ
ア
刷
、
品
目
一
、

HU唱白

一
自
一
、
開
門
一
、
同
U
D

此
築
構
資
金
寄
附
金
り
外
に
備
委
任
純
理
E
な
る
べ
き
も
の
が
ゐ
る
。
卸
も
本
来
の
特
別
合
計
中
に
見
る
用
途

指
定
寄
附
金
が
之
で
あ
る
。

旗
組

維

持

費

金

歳
ん
臨
時
部
繰
入

特

JlO 

費

金

提

串

~t 

宮子

(
銘
穴
表
)

き強
号円算

富岡

一
昔
-
、
明
日
】
、
口
一
口

也
{
]
、
ロ
ロ
ロ
.
口
口
口

占
口
、
口
{
]
口
、
口
U
ロ

呂
田
-
、
耳
口
(
〕
、
ロ
ロ
ロ

京
都
帝
闘
大
車
時
別
骨
計
蔵
入
時
四
鋒間

利
二
年
度
強
算

入常

部

一

、

政

府

支

出

金

提

入

設

苑

委
任
経
過
に
就
い
て

問

、
六
ニ
側
、
一
二

A
E、
0
0
0

第
二
十
六
巻

大
五
七

第
四
雌

大
正
十
五
年
度
珠
算

阿

ハ
穴
占
、
豆
一
一
-
一
、

0
0
0

七

a
 

d
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設

苑

委
怯
組
理
に
就
い
て

第
二
十
六
巷

六五
A

第
州
都

λ 

椅

雌

入

一
、
三
三
六
、
六
五
一
ニ
、
0
0
0

計

、丸穴一、
O
三
λ
、0
0
0

一、ニ穴一一、
t
七八、
0
0
0

=
一
、
九
ニ
側
、
ニ
九
一
、
0
0
0

臨

自主

部

一
、
臨
時
部
政
府
支
出
品
班
長
入

丸
穴
ヒ
、
五
五
三
、
0
0
0

じ
七
九
、
六
O
八、
0
0
0

、

抗

習

林

臨

時

枚

入

五一
J
八

O
λ

、0
0
0

三
、
費

金

繰

入

ニ
0
0
、0
0
0
、0
0
0

一
九
匹
、
九
五
O
、0
0
0

四

、

川

訟

指

定

寄

附

金

慢
嗣

=一

o、0
0
0
、0
0
0

一、ニ凹品川、=一六
O
、0
0
0

一ニ
O
、
o
o
u、0
0
0

一二
O
五
、
百
五
八
、
0
0
0

用
途
指
定
寄
附
品
取
は
右
表
に
見
る
師
団
に
本
来
的
大
山
中
特
別
品
目
計
成
入
陶
川
部
に
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
て
共
倒
は
毎
年

約
ど
市
内
側
を
計
上
せ
ら
れ

E
ゐ
る
。
此

ω用
途
指
定
寄
附
金
は
如
何
な
る
方
而
に
共
り
用
途
を
指
定
せ
ら
れ

τゐ

る
か
正
云
へ
ば
、
印
ち
之
は
抽
出
山
中
山
武
に
充
蛍
せ
ら
れ
又
同
時
に
委
任
経
理

ω銭
的
に
支
出
す
る
も
の
で
ゐ
る
o

削

ち
此

ω用
途
指
定
育
附
金
も
亦
組
長
り
手
に
純
理
ef
委
任
せ
ら
れ
る
り
で
ゐ
る
。
然
ら
ば
用
途
指
定
寄
附
金
E
特

別
資
金
中
に
見
る
奨
州
市
資
金
寄
附
金
ご
は
如
何
な
る
聞
係
を
有
し
て
ゐ
る
か
o
用
途
指
定
得
附
金
は
築
事
の
目
的

に
用
途
e
T
指
定
せ
ら
れ
た
寄
附
金
で
あ
っ
て
、
寄
附
者
山
立
以
に
よ
り
元
利
共
に
使
用
す
る
事
を
許
さ
れ
た
の
を

之
に
計
上
し
、
之
に
反
し
て
待
附
4
4
内
意
思
に
依
h
利
子
の
み
を
運
用
す
る
事
を
命

ιた
提
山
中
を
日
的
ご
し
た
寄

附
金
は
柴
山
申
資
金
脊
附
金
ご
し
て
取
扱
は
れ
る

ωで
あ
る
o

従
来
此
叫
岡
者
は
同
様
に
取
扱
は
れ

τゐ
た
が
数
年

前
川
ら
別
に
用
捻
指
定
寄
附
金
な
品
川
引
を
設
り

τ、
奨
削
申
砕
A
A
可
中
背
附
金
吉
区
別
し
て
取
扱
ふ
椛
に

L
た
の
で
ゐ

る
。
従
っ

τ此
ω阿
者
は
北
(
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
〈
只
単
に
共
迩
用
的
範
囲
に
庚
狭
的
差
が
あ
る
の

. '・.・，ぷ・"
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み
o

共
に
其
の
経
理
を
総
長
に
委
任
す
る
柏
崎
め
に
支
出
す
る
の
で
ゐ
る
。

以
上
過
べ
た
伐
に
柴
端
資
金
寄
附
金
正
用
金
指
定
寄
附
金
正
は
委
任
鰹
理
の
縛
め
に
支
出
せ
ら
れ
大
型
縮
長

ω

手
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
ゐ
る
が
、
主
(
の
時
に
於
て
は
最
早
之
等
的
金
額
は
大
事
特
別
曾
計
及
資
金
部
己
は
何
等

ω

関
係
な
〈
、
総
長
は
責
任
を
以
て
之
等
の
寄
附
金
の
運
用
を
行
ひ
経
理
委
任
の
範
囲
内
に
於
て
其
の
用
途
指
定
に

従
っ
て
白
向
に
経
理
を
行
ふ
り
で
ゐ
る
。
地
時
に
於
て
之
等
的
奨
事
寄
附
金
は
其

ω目
的
を
違
仁
奨
凪
平
山
武

Z
L
て

貨
際

ω
運
用
宇
見
%
の
で
あ
る
。
此
の
奨
曲
中
寄
附
金
山
り
出
納
は
「
委
任
経
理
奨
皐
寄
附
金
受
梯
簿
」
に
記
帳
す
る

事
に
な
っ
て
ゐ
る
。
奨
問
中
寄
附
金
の
委
任
経
理
の
質
際
を
知
る
事
は
此
の
受
抑
簿
の
内
容

ee伺
は
ね
ば
な
ら
向
。

而
し
て
之
等
の
資
金
は
抽
出
準
費
仁
充
て
ら
れ
る

ω
で
ゐ
る
が
、
然
ら
ば
奨
間
申
費
ご
は
如
何
な
る
も
の
を
意
味
す
る

か
。
則
も
韓
民
事
費
ご
は
問
中
生
生
徒
に
貸
奥
又
は
給
奥
す
ぺ
き
恩
資
並
に
岡
脊
機
械
器
具
標
本
川
町
一
購
買
費
及
共
他

等
生
生
徒
川
崎
誕
キ
ご
な
る
べ
き
経
費
を
云
ふ
の
で
ゐ
る
。
勿
論
寄
附
金
に
し
て
其

ω用
途
に
指
定
保
件

ω存
す
る

の

も
の
は
之
に
従
っ
て
経
理
す
べ
き
は
常
然
の
事
で
あ
る
凶

夏
に
之
等
的
提
唱
寄
附
金
が
貰
際
委
任
経
理
ご
し
て
運
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
額
は
如
何
な
る
数
字
を
一
示
す
か
。
勿

論
正
確
な
敷
宇
は
今
之
を
知
る
事
が
出
来
な
い
が
、
京
都
帝
岡
大
事
に
一
脱
す
る
委
任
総
理
奨
平
寄
附
金
の
績
を
概

算
し
て
見
る
ぜ
大
正
十
五
年
十
月
迄
に
纏
計
約
七
拾
六
局
或
千
岡
に
途
L
、
止
(
の
内
利
子
の
み
使
用
し
得
る
も
の

、
一
冗
金
は
武
拾
或
高
威
千
宵
或
扮
固
に
遣
し
て
ゐ
る
。
此
の
式
拾
煎
高
聞
は
明
か
に
積
立
て
、
ゐ
る
額
で
あ
る

が
、
此
り
外
一
克
利
共
通
用
し
得
る
寄
附
金
で
も
貸
血
判
す
る
分
の
元
金
は
幾
分
返
却
せ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
し
、
叉
之

等
の
一
元
金
の
利
子
も
長
年
月
に
は
決
し
て
少
な
〈
な
い
で
あ
ら
う
。
新
(
考
へ
る
時
は
京
都
帝
岡
大
事
に
崩
す
る

誕

高E

委
任
組
四
E
就
い
で

第
二
十
六
巻

ハ
E
1

第
四
披

ブL
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批

苑

第
二
十
六
轡

，、
古

O 

第
四
樟

O 

量
背
任
担
理
に
疎
い
て

委
任
経
理
内
運
用
す
る
資
金
も
可
成
・
り
の
大
金
で
あ
る
事
は
疑

ω無
い
所
で
ゐ
る
。
術
叉
全
国

ω各
帝
闘
大
事
官

立
大
事
直
結
事
枝
並
に
帝
同
事
士
院
帝
国
美
術
院
の
蓮
周
L
っ
、
あ
る
委
任
総
理
金
を
令
算
す
れ
ば
驚
〈
可
き
数

字
仁
遣
し
得
ぺ
(
、
品
怖
が
園
財
政
上
に
於
て
見
逃
す
べ
か
ら
F
る
地
伎
を
占
む
る
も
の
ご
思
は
れ
る
。

最古

マ
E事

以
上
私
は
委
任
総
理
に
就
い
て
大
鵬
其
り
概
念
苫
鳴
門
放
己
を
明
か
に

L
、
其
批
評
に
は
鯛
れ
な
か
っ
た
の
で
め

る
が
、
今
委
任
綴
迎

ω制
度
は
大
値
之
を
是
認
す
る
ご

L
て
も
其
的
問
多
少
疑
問
ぜ
な
る
べ
き
貼
も
起
り
得
る
市
中

正
思
ふ
o
併
し
乍
ら
陸
軍
に
於
り
る
委
任
縦
班
定
刻
金
り
抽
脳
級
は
卸
年
陸
軍
省
所
管
級
協
部
歳
出

ω約
二
十
五
M
刊

を
占
め
て
ゐ
る
ご
い
ふ
山
中
、
第
一
利
第
二
祈
り
委
任
経
理
に
風
す
る
・
閥
・
録
的
歳
計
外
に
立
っ
て
耽
支
す
る
委
任

耐
腕
理
金
は
某

ω総
制
で
は
鷲
〈
ぺ
き
多
初
じ
逮
[
得
る
ご
い
ふ
事
よ
h
見

τも
、
委
任
総
迎
的
制
度
は
我
同
財
政

上
に
於
て
相
嘗

ω賃
要
苫
金
持
も
得
る
所
正
一
応
は
れ
る
。
倫
又
軍
隊
に
於
て
は
樹
科
被
服
等
を
委
任
純
理
記
せ
宇

し
て
軍
に
誕
MW
一
般
的
腕
理
方
訟
に
依
っ
た
な
ら
ば
、
決
し
て
現
在
的
定
制
金
で
は
紛
刑
判
的
均
御
前
足
は
矧
1
雛

〈
‘
之
を
委
任
経
理
正
す
る
が
放
に
良
〈
経
質
節
約
己
給
刑
判
均
衡
ピ
の
貨
を
由
市
げ
得
る
ご
い
ふ
駄
に
於
て
も
亦
委

任
抑
制
迎
が
重
大
な
る
意
義
を
荷
し
得
る
所
で
は
な
か
ら
う
か
。
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